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    １ 番  米  田  一  香 君     ８ 番  北  川  悦  子 君 

    ２ 番  磯  貝  幸  博 君     ９ 番  夷  藤     満 君 

    ３ 番  七  田  満  男 君     10 番  清  水  文  雄 君 

    ４ 番  太  田  臣  宣 君     11 番  中  川     達 君 

    ５ 番  川  口  正  己 君     12 番  南     守  雄 君 

    ６ 番  藤  井  良  信 君 

 

○説明のため出席した者

町 長 川 口 克 則 君 

副 町 長 上 出 孝 之 君 

教 育 長 久 下 恭 功 君 

総 務 部 長 向   貴代治 君 

町 民 福 祉 部 長 大 徳   茂 君 

町民福祉部担当部長 
（保険年金・福祉担当） 

島 田 睦 郎 君 

都 市 整 備 部 長 長 丸 一 平 君 

都市整備部担当部長 
（企画・地域振興担当） 

田 中   徹 君 

都市整備部担当部長 
兼 上 下 水 道 課 長 

井 上 慎 一 君 

教育委員会教育部長 田 中 義 勝 君 

消 防 長 生 田 秀 治 君 

総 務 部 総 務 課 長 棚 田   進 君 

総 務 部 総 務 課 
人事秘書担当課長 

瀬 戸 博 行 君 

総 務 部 財 政 課 長 長谷川   徹 君 

総 務 部 税 務 課 長 若 林 優 治 君 

総務部税務担当課長 
兼 総 合 収 納 室 長 

岩 上 涼 一 君 

町 民 福 祉 部 
住 民 課 長 

重 原   正 君 

町 民 福 祉 部 
子 育 て 支 援 課 長 

上 島 恵 美 君 

町 民 福 祉 部 
保 険 年 金 課 長 

高 平 紀 子 君 

町 民 福 祉 部 
福 祉 課 長 

岩 本 昌 明 君 

町 民 福 祉 部 
環 境 安 全 課 長 

本   郁 夫 君 

都 市 整 備 部 
企 画 課 長 

松 井 賢 志 君 

都 市 整 備 部 
地 域 振 興 課 長 

下 村 利 郎 君 

都 市 整 備 部 
都 市 建 設 課 長 

銭 丸 弘 樹 君 

都市整備部都市建設課北部開発 
担当課長兼北部開発推進室長 

上 前 浩 和 君 

都市整備部上下水道課 
下 水 道 担 当 課 長 

松 岡 裕 司 君 

会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 

浜 出 二 朗 君 

教 育 委 員 会 
学 校 教 育 課 長 

上 出 勝 浩 君 

教育委員会学校教育課 
指導管理担当課長 

岡 田   秀 君 

教育委員会生涯学習課長 
兼男女共同参画室長 

上 出   功 君 



 －2－ 

教 育 委 員 会 生 涯 学 習 課 参 事 
兼 図 書 館 長 

北 川 真由美 君 

  

消防本部次長兼消防署長 水 野 博 幸 君 

○職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 中 宮 憲 司 君 

事務局参事兼次長 東   康 弘 君 

事 務 局 書 記 安 下 美智子 君 

 

○議事日程（第１号） 

  平成28年７月29日  午前11時開議 

 日程第１ 

  会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 

  審議期間の決定について 

 日程第３ 

  諸般の報告について 

 日程第４ 

  議案第52号 平成28年度内灘町一般会計補正予算(第２号) 

  議案第53号 内灘町学童保育クラブ設置条例の一部を改正する条例について 

  議案第54号 請負契約の締結について 

        〔白帆台小学校建設工事（校舎建築本体工事）〕 

  議案第55号 請負契約の締結について 

        〔白帆台小学校建設工事（校舎電気設備工事）〕 

  議案第56号 請負契約の締結について 

        〔白帆台小学校建設工事（校舎機械設備工事）〕 

  議案第57号 請負契約の締結について 

        〔白帆台小学校建設工事（屋内運動場建築本体工事）〕 

  議案第58号 請負契約の締結について 

        〔福祉センター整備工事（建築工事）〕 

  議案第59号 請負契約の締結について 

        〔福祉センター整備工事（機械設備工事）〕 

  提案理由の説明 

 

 日程第５ 

  議案第52号 平成28年度内灘町一般会計補正予算(第２号)から 

  議案第59号 請負契約の締結について 

        〔福祉センター整備工事（機械設備工事）〕まで 
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   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○開会・開議 

           午前11時00分開会 

○副議長【恩道正博君】 皆様、おはようご

ざいます。 

 地方自治法第106条第１項の規定により、私、

副議長が議長の職務を行わせていただきます

ので、よろしくお願いをいたします。 

 ただいまの出席議員は12名であります。 

 会議の定足数に達しておりますので、これ

より平成28年第２回内灘町議会定例会を再開

し、直ちに７月会議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○会議録署名議員の指名 

○副議長【恩道正博君】 日程第１、会議録

署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第120条の規定

により、議長において、５番川口正己議員、

６番藤井良信議員を指名いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○審議期間の決定 

○副議長【恩道正博君】 日程第２、審議期

間の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。今７月会議の審議期間

は、本日１日間といたしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長【恩道正博君】 ご異議なしと認め

ます。よって、今７月会議の審議期間は、本

日１日間と決定いたしました。 

 なお、審議予定につきましては、お手元に

配付いたしました議事日程第１号のとおりで

ありますので、ご了承願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○副議長【恩道正博君】 日程第３、諸般の

報告を行います。 

 まず、今７月会議に説明のため説明員とし

て出席するよう地方自治法第121条の規定に

より要求いたしたところ、説明のため出席し

ている者の職、氏名は、別紙説明員一覧表と

してお手元に配付しておきましたので、ご了

承願います。 

 なお、出嶋剛町民福祉部保険年金課保健セ

ンター担当課長から、忌引のため、本日の会

議を欠席する旨の届け出がありましたので、

ご了承願います。 

 次に、監査委員から、平成28年５月分及び

６月分の例月出納検査結果の報告がありまし

たので、写しをお手元に配付しておきました

から、ご了承願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案の上程 

○副議長【恩道正博君】 日程第４、議案第

52号平成28年度内灘町一般会計補正予算（第

２号）〕から議案第59号請負契約の締結につ

いて〔福祉センター整備工事（機械設備工事）〕

までの８議案を一括して議題といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の説明 

○副議長【恩道正博君】 提出議案に関し、

これより町長から提案理由の説明を求めます。 

 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 皆様、おはようござ

います。 

 本日ここに、平成28年内灘町議会７月会議

が開催されるに当たり、本会議に提出してお

ります議案の提案理由並びにその概要につい

てご説明申し上げます。 

 議員各位並びに町民の皆様のご理解とご協

力を賜りたいと存じます。 

 初めに、26日未明、神奈川県の障害者施設

において、国内の犯罪史上、類のない殺傷事

件が起こり、19名のとうとい命が失われ、26

名の方が重軽傷を負っております。 

 今回の事件で、お亡くなりになられた方々

のご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご

家族並びに負傷された方々に対し、心よりお

見舞いを申し上げます。 
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 今回の事件を受け、町では、町内の高齢者

施設を初め、障害者支援施設や保育所などの

児童施設に対し、来訪者の身元確認や施錠の

徹底など、施設利用者の安全確保に関する注

意喚起を行ったところでございます。 

 厚生労働省では障害者施設の防犯対策につ

いては具体的な国の規定はなく、見回り、施

錠などの対策は、事実上、現場に委ねられて

いるとの見解であります。 

 今後、このような犯罪を繰り返さないため

にも、国において防犯対策強化のための法整

備がなされるよう強く望むものであります。 

 町といたしましても、町内の福祉関連施設

などに対し、安全対策のさらなる周知徹底を

図るとともに、津幡警察署など関係機関と連

携し、町民の皆様が安全・安心に暮らすこと

ができるまちづくりに今後とも取り組んでま

いります。 

 さて、第24回参議院議員通常選挙が７月10

日に執行され、与党の議席が非改選議席を含

め参議院の過半数を大幅に上回る形で、有権

者の審判が下されたわけでございます。 

 国民が望んでいることは、単に与野党の対

立ではなく、安定した政権の下、景気や雇用

対策のほか、社会保障制度の構築、そして財

政再建など日本社会が直面する課題解決に向

けた政策の実行に、選挙を通して多くの国民

が期待を寄せているあらわれであると感じて

いるところでございます。 

 石川県選挙区では、現職の岡田直樹財務副

大臣が３選を果たされましたことに対し、心

からお祝いを申し上げますとともに、内灘町

の発展に今後ともご支援、ご協力を賜ります

よう、より一層のご活躍をご祈念申し上げま

す。 

 内灘町の投票率につきましては、平成25年

の前回選挙より、3.73ポイント上回る58.35％

となりました。 

 また、今回の選挙は、選挙権年齢が満18歳

以上に引き下げられてから、初めての国政選

挙となりましたが、新たに有権者となられた

高校生や大学生など若年層の投票率の向上が

大きな課題となった選挙でございました。 

 本町におきましては、内灘高校の３年生８

名を期日前投票の立会人に選任したほか、町

内全小学校や内灘高校で模擬投票を実施する

など、政治や選挙制度への意識高揚を図って

まいりました。 

 先般、総務省が発表した参議院選挙区選出

議員選挙における18歳から19歳の投票率は、

抽出調査の結果、45.45％で、全体の投票率

54.70％を、9.25ポイント下回る結果となりま

した。 

 選挙は、国民が政治に参加する大変重要な

機会でございます。 

 本町では、今後とも、若年層の政治や選挙

に対する意識の高揚に努め、これからの選挙

において、多くの若者が投票所に足を運び、

貴重な一票を投じることを期待するものでご

ざいます。 

 去る６月19日には、河北郡市消防団連合会

連合訓練が開催されました。町内の４個分団

の皆様には、公私ともにご多忙にもかかわら

ず、貴重な時間を割いて訓練を重ね、技術の

習得に励んでおられたその熱意と努力に、心

から敬意と感謝を申し上げます。 

 また、日ごろの練習成果を遺憾なく発揮し、

総合とポンプ車操法の２部門において、見事、

２年連続優勝を果たされました第二分団の皆

様には、心からお祝いを申し上げます。 

 今回の快挙は、内灘町消防団を初め、関係

各位の不断の努力の賜物であり、消防団員の

士気の高揚と町民全体の防災意識の向上、そ

して町民の生命・財産を守る安全・安心につ

ながるものと、大変うれしく思っているとこ

ろでございます。 

 第二分団の皆様には、明日開催されます石

川県消防操法大会において、河北郡市の代表

として大いに活躍されることをご期待申し上

げます。 



 －5－ 

 それでは、ただいまから提出議案に対する

提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第52号 平成28年度内灘町一般会計補

正予算（第２号）につきましては、歳入歳出

それぞれ1,000万円を追加し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ105億5,496万5,000円とする

ものでございます。 

 補正内容につきましては、元気内灘住宅リ

フォーム助成事業費1,000万円を新たに計上

するものでございます。 

 この事業につきましては、平成26年４月か

らの消費税率の引き上げによる地元経済の景

気の腰折れを防ぐため、平成26年度及び平成

27年度の２カ年にわたり実施したものでござ

います。 

 申請件数につきましては、２カ年で322件、

助成金額では約6,000万円となり、住宅リフォ

ーム助成事業による地元の経済効果は、建設

工事及び町商工会発行の商品券を合わせ約４

億9,000万円となったものでございます。 

 本町といたしましては、この経済効果に鑑

み、また町商工会より事業の実施を求める要

望書が提出されたことも踏まえ、事業の継続

に踏み切った次第であります。 

 今後、住宅リフォーム事業を通して地元建

設業者などの受注機会の拡大と雇用の促進を

図り、引き続き地元経済の活性化と質の高い

住環境の整備を図ってまいります。 

 議案第53号 内灘町学童保育クラブ設置条

例の一部を改正する条例につきましては、向

粟崎学童保育クラブの向粟崎小学校校舎内へ

の移転に伴い、同学童保育クラブの位置に関

する規定を改正するものでございます。 

 議案第54号から議案第57号までの４件の請

負契約の締結につきましては、白帆台小学校

建設工事に係る「校舎建築本体工事」「校舎

電気設備工事」「校舎機械設備工事」及び「屋

内運動場建築本体工事」について、制限付き

一般競争入札の結果、落札者となった企業と

工事請負契約を締結するため、議会の議決を

求めるものでございます。 

 議案第58号及び議案第59号の２件の請負契

約の締結につきましては、福祉センター整備

工事に係る「建築工事」及び「機械設備工事」

について、制限付き一般競争入札の結果、落

札者となった企業と工事請負契約を締結する

ため、議会の議決を求めるものでございます。 

 以上、今回提出いたしました議案について

の提案理由並びにその概要でございます。 

 何とぞ慎重にご審議いただき、適切なるご

決議を賜りますようお願いを申し上げまして、

私の説明を終わります。 

 ご清聴ありがとうございました。 

○副議長【恩道正博君】 提案理由の説明は

終わりました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質   疑 

○副議長【恩道正博君】 これより提出議案

に対する質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。──質疑なしと認めま

す。 

 これをもって質疑を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案の委員会付託 

○副議長【恩道正博君】 お諮りいたします。

ただいま議題となっております議案第52号平

成28年度内灘町一般会計補正予算（第２号）

から議案第59号請負契約の締結について〔福

祉センター整備工事（機械設備工事）〕まで

の８議案は、お手元に配付してあります議案

付託表のとおり、所管の各常任委員会に付託

いたしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長【恩道正博君】 ご異議なしと認め

ます。よって、議案第52号から議案第59号ま

での８議案は、議案付託表のとおり、所管の

各常任委員会に付託することに決定いたしま

した。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
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    ○休   憩 

○副議長【恩道正博君】 この際、議案審議

のため暫時休憩といたします。 

           午前11時16分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後４時00分再開 

    ○再   開 

○議長【生田勇人君】 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

 議事を続行いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○会議時間の延長 

○議長【生田勇人君】 本日の会議時間は、

議事の都合によりあらかじめ延長いたします。 

 これにご異議あませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【生田勇人君】 ご異議なしと認めま

す。よって、本日の会議時間を延長すること

に決定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案の上程 

○議長【生田勇人君】 日程第５、先ほど各

常任委員会に付託いたしました議案第52号平

成28年度内灘町一般会計補正予算（第２号）

から議案第59号請負契約の締結について〔福

祉センター整備工事（機械設備工事）〕まで

の８議案を一括して議題といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○常任委員長報告 

○議長【生田勇人君】 これより各常任委員

会における議案審査の経過並びに結果の報告

を求めます。 

 初めに、太田臣宣総務産業建設常任委員長。 

〔総務産業建設常任委員長 太田臣宣君 登壇〕  

○総務産業建設常任委員長【太田臣宣君】 平

成28年内灘町議会７月会議において、総務産

業建設常任委員会に付託されました議案の審

査の経過と結果についてご報告申し上げます。 

 付託されました議案につきましては、副町

長及び関係部課長等から詳細な説明を求め、

慎重に審議した結果、議案第52号平成28年度

内灘町一般会計補正予算（第２号）は、妥当

と認め、原案を可とすることに決しました。 

 以上をもちまして、本委員会に付託されま

した議案の審査の経過並びに結果についての

報告を終わります。 

 平成28年７月29日 

 総務産業建設常任委員会委員長 太田臣宣 

○議長【生田勇人君】 次に、川口正己文教

福祉常任委員長。 

 〔文教福祉常任委員長 川口正己君 登壇〕 

○文教福祉常任委員長【川口正己君】 平成

28年内灘町議会７月会議において、文教福祉

常任委員会に付託されました議案の審査の経

過と結果について、ご報告申し上げます。 

 付託されました議案につきましては、教育

長及び関係部課長から詳細な説明を求め、慎

重に審議を重ねた結果、議案第53号内灘町学

童保育クラブ設置条例の一部を改正する条例

については、妥当と認め、原案を可とするこ

とに決しました。 

 議案第54号請負契約の締結について〔白帆

台小学校建設工事（校舎建築本体工事）〕、

議案第55号請負契約の締結について〔白帆台

小学校建設工事（校舎電気設備工事）〕、議

案第56号請負契約の締結について〔白帆台小

学校建設工事（校舎機械設備工事）〕、議案

第57号請負契約の締結について〔白帆台小学

校建設工事（屋内運動場建築本体工事）〕の

４議案については、いずれも妥当と認め、原

案を可とすることに決しました。 

 議案第58号請負契約の締結について〔福祉

センター整備工事（建築工事）〕、議案第59

号請負契約の締結について〔福祉センター整

備工事（機械設備工事）〕の２議案について

は、いずれも妥当と認め、原案を可とするこ

とに決しました。 

 以上をもちまして、本委員会に付託されま

した議案の審査の経過並びに結果について報

告を終わります。 
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 平成28年７月29日 

 文教福祉常任委員会委員長 川口正己 

○議長【生田勇人君】 各常任委員長の報告

が終わりました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質   疑 

○議長【生田勇人君】 各常任委員長の報告

に対する質疑を許します。 

 質疑ありませんか。──質疑なしと認めま

す。 

 これをもって質疑を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○討   論 

○議長【生田勇人君】 次に、討論に入りま

す。 

 討論ありませんか。──討論なしと認めま

す。 

 これをもって討論を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○表   決 

○議長【生田勇人君】 これより議案の採決

に入ります。 

 まず、議案第52号平成28年度内灘町一般会

計補正予算（第２号）を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【生田勇人君】 起立全員であります。

よって、議案第52号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第53号内灘町学童保育クラブ設

置条例の一部を改正する条例についてを採決

いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【生田勇人君】 起立全員であります。

よって、議案第53号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第54号請負契約の締結について

〔白帆台小学校建設工事（校舎建築本体工

事）〕、議案第55号請負契約の締結について

〔白帆台小学校建設工事（校舎電気設備工

事）〕、議案第56号請負契約の締結について

〔白帆台小学校建設工事（校舎機械設備工

事）〕、議案第57号請負契約の締結について

〔白帆台小学校建設工事（屋内運動場建築本

体工事）〕の４議案を一括して採決いたしま

す。 

 各議案に対する委員長の報告は、いずれも

原案可決であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【生田勇人君】 起立全員であります。

よって、議案第54号から議案第57号までの４

議案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第58号請負契約の締結について

〔福祉センター整備工事（建築工事）〕、議

案第59号請負契約の締結について〔福祉セン

ター整備工事（機械設備工事）〕の２議案を

一括して採決いたします。 

 各議案に対する委員長の報告は、いずれも

原案可決であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【生田勇人君】 起立全員であります。

よって、議案第58号、議案第59号の２議案は

原案のとおり可決されました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○閉議・散会 

○議長【生田勇人君】 以上で今７月会議に

付議されました議件は議了いたしました。 

 よって、平成28年内灘町議会７月会議を散

会いたします。 
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 ご苦労さまでございました。 

           午後４時09分散会 

 地方自治法第123条第２項の規定により、こ

こに署名する。 

 議会議長 

 

 議会副議長 
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